
 ◎平成３０年２月農業委員会議事録 

 

開 催 日 時  平成３０年２月１３日（水） 午前９時３０分 

 

開 催 場 所  嘉島町役場２階庁議室 

 

農業委員出席者  下田 司 髙木勝美 佐藤光志 村上卓也  

岡 牧生 本田博士 中山 忍 岩永俊夫  

松永雄治 吉田二郎 林田 篤 山内秀一 

 友田 廣 榮  恵 森田義美 森下文夫 

 西岡敏春 

 

事務局出席者   春日公和 篤岡潤一郎 甲斐ひとみ  

 

１ 開  会   春日事務局長 

 

２ 会長挨拶   下田会長 

 

３ 議事録署名人指名 下田議長 

  議事録署名人として、本田博士委員、森田義美委員を指名する。 

 

４ 議  事   

１） 報告第２３号 農地法第１８条の合意解約について 

２） 報告第２４号 農地法第４条の届出について 

３） 議案第３７号 農地法第４条の許可申請について 

４） 議案第３８号 農用地利用集積計画承認申請について 

５） 議案第３９号 土地改良事業参加資格交替申出の承認について 

６） その他 

 

５ 閉  会 

 

○報告第２３号 農地法第１８第６項の規定による報告について                

議  長  それでは議事に入らせていただきます。 

報告第２３号農地法第１８条第６項の規定による届出が２件あっ

ております。 



それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事 務 局  はい。では、ご説明いたします。議案書１ページ目をご覧くださ

い。番号１。通知者。賃貸人。熊本市東区画図町下無田○○○。○

○○○。賃借人。嘉島町鯰○○○○。○○○○。物件は、大字鯰無

田○○○。田。７２９㎡です。契約の内容は平成２８年６月１日か

ら平成３１年５月３１日までの３年契約となっております。解約の

合意が成立した日は、平成３０年１月１０日。土地の引き渡しの時

期も同日です。 

次のページをご覧ください。番号２。通知者。賃貸人。嘉島町井寺

○○○○。○○○○。賃借人。嘉島町井寺○○○○。○○○○。物件

は、井寺向平○○○○－○。田。５８６㎡。同じく向平○○○○－○。

田。８９４㎡。井寺中清水○○○○。田。２，８０７㎡。井寺古閑鶴

○○○○－○。田。７３７㎡。同じく古閑鶴○○○○。田。４８２㎡。

計の５，５０６㎡です。契約の内容は平成５年１０月２５日から平成

３４年１０月２４日までの２９年契約です。解約の合意が成立した日

は平成２９年１２月１日。土地の引き渡しの時期も同日です。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長  ただいま説明がありました案件は、合意解約でございますので報

告のみで終わらせていただきます。 

 

○報告第２４号 農地法第４条の規定による届出について 

議  長  続きまして、報告第２４号農地法第４条第１項第７号の規定によ

る届出が１件あっております。 

      それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事 務 局    はい。説明いたします。議案書をご覧ください。申請人。嘉島町

大字鯰○○○○番地○。○○○。申請物件が大字鯰太郎丸○○○○

－○。畑。１０㎡。鯰高八○○○○－○。田。４８㎡。合計が５８

㎡です。申請理由は共同住宅。施設の概要は木造２階建て１棟でご

ざいます。 

      次のページをご覧ください。位置図を示しております。北から南

北に国道４４５が記載されております。そこから右側に申請地と記

載がございます。浜ん小浦の東側に２筆分ございます。申請地の左

側が太郎丸の○○○○－○。右側が高八の○○○○－○となってお



ります。１枚めくっていただきますと字図を示させていただいてお

ります。まず１枚目が○○○○－○。中央に細長い農地がございま

す。もう１枚めくっていただきますと、高八○○○○－○。これも

中央に示させていただいております。 

      説明は以上でございます。 

 

議  長  ただいま説明がありました案件は、市街化区域の農地転用でござ

いますので報告のみで終わらせていただきます。 

 

○議案第３７号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議  長  続きまして議案第３７号農地法第４条の規定による農地の転用許

可申請が２件あっております。 

      まず、番号１の件について事務局より説明をお願いいたします。  

 

事 務 局  はい。では、議案番号１について説明させていただきます。申請

人。嘉島町大字上島○○○○番地○。○○○○。申請物件は、上島

南屋敷○○○○－○。畑。２６１㎡。上島南屋敷○○○○－○。畑。

７１㎡。合計、３３２㎡です。申請理由は個人住宅です。施設の概

要は木造平屋建て１棟です。農用地区域でない旨の証明はあります。

隣接同意書はあります。資金証明書はあります。開発許可は申請中

で見込みありです。地元委員は○○委員です。次のページをお願い

します。位置図を示しております。雨水については、南側の町道の

側溝に流す予定でございます。生活雑排水汚水については、既設の

下水道につなげるという予定でございます。 

番号１についての説明は以上でございます。 

 

議  長  次に、地元委員であります、○○委員から報告をお願いします。 

 

○○委員  先日、事務局と現地を確認しましたので、その状況を報告します。 

      申請地は、嘉島町役場から３００ｍ以内の未整備農地であるため、

第３種農地と思われます。 

      申請地周辺に農地はありますが、日照・通風等営農上の支障はな

いものと考えます。 

      個人住宅ということで、周辺の土地利用の状況からも転用許可申

請は妥当なものと思われます。委員の皆様の慎重なるご審議をよろ

しくお願いし、地元委員の説明を終わります。 



議  長  続きまして、事務局より検討事項について説明をお願いします。 

 

事 務 局  それでは、検討事項についてご説明します。 

      農地区分につきましては、上島集落内の未整備農地でありまして、

本庁役場から３００ｍ以内の位置にあるため第３種農地と判断でき

ます。営農上の支障につきましては、北側に農地と隣接はしており

ますが、日照・通風等の営農上の支障はないものと判断できました。 

      総合的に判断した結果、第３種農地でありますし、周辺農地への

影響もないことから申請は許可相当と判断できます。 

      事務局からは以上です。 

 

議  長  ただ今、地元委員と事務局から詳しい説明が終わりましたが、こ

の件について何かご意見、ご質問ございませんか。何もなければ承

認でよろしいでしょうか。 

 

委  員  はい。（委員一同） 

 

議  長  ありがとうございます。それでは、番号１の件については承認と

させていただきます。 

      続きまして、番号２の件につきまして事務局からの説明をお願い

いたします。 

 

事 務 局  はい。では、番号２について説明いたします。 

申請人。嘉島町大字北甘木○○○○番地。○○○○。申請物件は大

字北甘木字飯田溝○○○○－○。台帳地目が畑。現況地目が宅地。

面積は１１５㎡です。申請理由は農家住宅です。施設の概要は木造

平屋建て１棟です。農用地区域でない旨の証明はあります。隣接同

意書は不要です。資金証明書はあります。開発許可は不要です。地

元委員は○○○○委員です。次のページをお願いします。位置図を

示させていただいております。中央に町道が東から西に走っており

ますが、北甘木の集落内で北甘木公民館が東側にございます。中央

に申請地。もともと○○○○さんの家があった敷地内でございまし

て、平成２８年度の熊本地震で全壊されたために、今回建て直され

ることにあたって敷地の一部農地があったという案件でございます。

次のページをお願いします。中央部に○○○○番地○。字図を示し

ております。東側の斜線が入っているところが家を建てられるとこ



ろでございます。これは○○○○番地○を中央に示しておりますが、

ここは宅地になっておるところでございます。今回の転用申請につ

いてはその西側です。○○○○番地○のカーポートと書いてござい

ます。敷地の一部になっているところでございます。一枚めくって

いただきますと、もう既に宅地の一部でしたので、始末書の添付を

お願いしたところでございます。 

番号２については以上でございます。 

 

議  長  次に、地元委員であります、○○委員から報告をお願いします。 

 

○○委員  先日、事務局と現地を確認しましたので、その状況を報告します。 

      申請地は、北甘木集落内の農地ですが、１０ヘクタール以上の一

団の農地集団からつらなる位置にあるため、第１種農地と思われま

す。 

      農業上の支障については、申請理由が住宅用地の拡張ですので、

日照・通風等の支障はないものと思われます。 

      現地を見てみますとすでに隣接した住宅用地への進入路及びカー

ポートとして利用されておりました。 

始末書も添付されており、土地利用の状況からも転用許可申請は

妥当なものと思われます。 

委員の皆様の慎重なるご審議をよろしくお願いし、地元委員の説

明を終わります。 

 

議  長  続きまして、事務局より検討事項について説明をお願いします。 

 

事 務 局  それでは、検討事項についてご説明いたします。 

      農地区分につきましては、北甘木集落内の農地ですが、１０ヘク

タール以上の一団の農地集団に連たんしておりますので、第１種農

地と判断します。 

通常、第１種農地は転用することは出来ませんが、不許可の例外

規定にあります申請地周辺に居住する者の生活上必要な施設で集落

に接続して設置されるものは許可の対象となります。 

申請地は、既に住宅用地として利用されておりましたが、転用の

許可を受けない無断転用の状態になっておりまして、今回の申請に

より是正されます。 

      総合的に判断した結果、周辺農地への影響もなく始末書も添付さ



れておりますので、許可相当と判断します。 

      事務局からは以上です。 

 

議  長  ただ今、地元委員と事務局から詳しい説明が終わりましたが、こ

の件について何かご意見、ご質問ございませんか。 

 

○○委員  ちょっと聞きたいことがありますが、個人住宅と農家住宅とはど

う違いますか。 

 

事 務 局  転用の制度で５００㎡未満しか転用が許可されておりません。農

家住宅になるともちろん農業を経営しておかないといけないのです

が、そこは農業機械等はございますので、１０００㎡までの許可申

請ができます。農業機械とか農業倉庫とかが置けるというところで。

１０００㎡までぎりぎり転用の面積として見れますよということで

す。 

 

事務局長  普通の住宅であれば、５００㎡以下の開発申請がいるということ

で一つはあります。もう一つは農家住宅であれば１０００㎡までは

許可しますよと。それで、なおかつ開発行為が必要ではないという

ことになります。当然農家住宅ですので、１０アール以上の耕作を

しておかないと農家として認められていませんので、開発の除外要

件としてですね。 

 

議  長  ほかに何かございませんか。何もなければ承認でよろしいでしょ

うか。 

 

委  員  はい。（委員一同） 

 

議  長  ありがとうございます。それでは、番号２の件については承認と

させていただきます。 

 

○議案第３８号 農用地利用集積計画承認申請について 

議  長  続きまして、議案第３８号農業経営基盤強化法第１８条の規定に

よる農用地利用集積計画書について承認申請が７件あっております。 

それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

 



事務局長  はい。それでは、ご説明いたします。 

      農業経営基盤強化促進法第１３条第１項の規定による、農用地の

利用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要と認め

られたので、同法第１３条第４項の規定により同法第１８条第２項

各号の事項を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを町長に

対し要請するものです。利用権の設定が７件。面積が２４，０１２

㎡となっております。そのうち再設定が、３件の９，１５３㎡です。 

それでは議案書の２ページ一覧表をお願いします。５年で○○○

○さん。現経営面積が４９，２７３㎡で、今回の再設定が田の３，

０１３㎡でございます。それから、○○○○○○○の設定の５年で

現経営面積が３，４６３，８０６㎡。これは新規の１，２１９㎡で

ございます。それから○○○○で５年の１件で新規で４，２８７㎡

でございます。１０年が１件の、８，５９８㎡で同じく新規でござ

います。それから、１０年です。○○○○の利用権の設定で新規で

ございます。現経営面積が１４９，１４２㎡となっております。新

規で１０年の田の７５５㎡となっております。合計が、１４９，８

９７㎡でございます。それから、○○○○さんが現経営面積６５，

８５５㎡。今回の利用権の再設定が２件で６，１４０㎡で合計面積

は変わりません。合計で２４，０１２㎡でございます。 

それでは、次のページをご覧ください。○○○○さんと○○○○

さんの利用権の再設定でございます。下六嘉八反畑の３，０１３㎡

で５年の反当りの１５，０００円となっております。利用権を設定

する方の同意も得られております。 

続きまして次のページが、○○○○○○○と○○○○さんの利用

権の設定でございます。井寺古閑鶴が２筆で、面積が１，２１９㎡。

期間が５年で１０アール当り１５，０００円でございます。 

それから次が、○○○○と○○○○さん。３筆ございまして、計

面積が４，２８７㎡。これは５年でございます。１０アール当りの

使用料が１５，０００円となっております。 

次のページが、○○○○と○○○○さんの利用権設定でございま

して、４筆ございまして、８，５９８㎡となっております。１０年

で、１０アール当たりの賃料が２０，０００円となっております。 

それから次のページが、○○○○さんと○○○○さんの利用権の

設定でございまして、下六嘉中市でございます。これは、新規でご

ざいまして、１０年契約の１０アール当り１６，０００円となって

おります。 



それから、次のページでございます。○○○○さんと○○○○さ

んの利用権の設定でございます。上仲間の３筆で面積が合計４，３

９６㎡でございまして、１０年の１０アール当り２０，０００円と

なっております。 

それから、次のページが同じく○○○○さんと○○○○さんの利

用権設定でこれは未相続農地ということで別扱いになっております。

上仲間の２筆で面積１，７４４㎡。同じく１０年で１０アール当り

２０，０００円です。それから、権利を有する方の同意も得られて

おります。 

以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項の要件であります、集積計画の内容が、町の基本構想に適合し、

設定を受けた後において備える要件、農用地のすべてにおいて耕作

の事業を行うこと。必要な農作業に常時従事すること。対象農地を

効率的に利用して耕作を行うこと。権利者の２分の１以上の同意が

得られているなどの要件を満たしております。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長  ただいま、詳しい説明がございましたが、何かご意見ご質問など

ございますか。 

      何もないようでしたら承認でよろしいでしょうか。 

 

委  員  はい。（委員一同） 

 

議  長  ありがとうございます。それでは、承認とさせていただきます。 

 

○議案第３９号 土地改良事業参加資格交替申出による承認について 

議  長  続きまして、議案第３９号土地改良事業参加交替申出の承認申請

が９件あっております。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ご説明いたします。議案書第３９号をご覧ください。 

      このたび、嘉島中央土地改良区より土地改良法第３条第２項及び

同法施行規則第４条第１項の規定により基づく申出が提出されて

おります。土地改良法第３条第２項には所有者及び権原に基づき、

耕作又は養畜の業務を営む者が、政令の定めるところにより合意に

よってその資格を交替すべき旨を農業委員会に申し出、かつその申

し出が相当であって農業委員会がこれを承認した時はその承認が



あった時にその資格を交替するものとすると定められています。ま

た、同法施行規則第４条第１項には第３条第２項の規定に基づく申

出をしようとするものはその連署を持って申出書を農業委員会に

提出しなければならないと定められています。今回は中央土地改良

区のほうから参加資格交替の申し出が９件出ておりますので皆様

にご審議いただきたいと思います。 

議案書１ページめくっていただきまして、読み上げさせていただ

きたいのですが、現資格者。新資格者。申し出に係わる農用地の表

示。申し出の理由という順で読ませていただきます。 

まず、１件目です。現資格者。○○○○○○○○○○○○○。○

○○○○○。新資格者。○○○○○。申し出にかかわる農用地の利

用地は嘉島町上六嘉高町○○○○－○。田。２，５４８㎡です。申

し出の理由は○○○○○○○の構成員として現に耕作しており、農

業水利等に関する知識が豊富であるためとなっております。 

では、次のページをご覧ください。２件目です。現資格者。○○

○○○○○○○○○○○。○○○○○○。新資格者。嘉島町上六嘉

○○○。○○○○。交替にかかわる農用地は嘉島町上島赤見田○○

○。田。６６８㎡。申し出の理由は１件目と同じです。 

次のページをご覧ください。現資格者。○○○○○○○○○○○

○○。○○○○○○。新資格者。嘉島町上六嘉○○○。○○○。申

し出にかかわる農用地は嘉島町上島赤見田○○○。田。１，２８２

㎡です。申し出の理由は先ほどと一緒です。 

次のページをご覧ください。現資格者。○○○○○○○○○○○

○○。○○○○○○。新資格者。嘉島町鯰○○○○－○。○○○○。

申し出にかかわる農用地は、嘉島町鯰十八○○○。田。２，４１０

㎡です。申し出の理由は先ほどと同じです。 

次のページをご覧ください。現資格者。○○○○○○○○○○○

○○。○○○○○○。新資格者。嘉島町鯰○○○○。○○○○。申

し出にかかわる農用地は嘉島町鯰瀬剥○○○○。田。２９８㎡です。

申し出の理由は、先ほどと同様です。 

次のページをご覧ください。現資格者。○○○○○○○○○○○

○○。○○○○○○。新資格者。嘉島町上島○○○○。○○○。申

し出にかかわる農用地は嘉島町上島古宮○○○。田。２，９９８㎡

です。申し出の理由は、先ほどと同様です。 

次のページをご覧ください。現資格者。○○○○○○○○○○○

○○。○○○○○○。新資格者。嘉島町鯰○○○○。○○○。申し



出にかかわる農用地は嘉島町鯰瀬剥○○○。田。７１０㎡です。申

し出の理由は、先ほどと同様です。 

次のページをご覧ください。現資格者。○○○○○○○○○○○

○○。○○○○○○。新資格者。嘉島町鯰○○○○。○○○○。申

し出にかかわる農用地は嘉島町鯰瀬剥○○○○。３２７㎡です。申

し出の理由は、先ほどと同様です。 

最後のページです。現資格者。○○○○○○○○○○○○○。○

○○○○○。新資格者。嘉島町上六嘉○○○○。○○○○。申し出

にかかわる農用地は嘉島町上六嘉鈴町○○○○。田。２，８５８㎡

です。申し出の理由は、先ほどと同様です。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長  ただ今、事務局より説明がありましたが、９名の方について何か

ご意見ご質問ございませんでしょうか。何もなければ承認でよろし

いでしょうか。 

 

委  員  はい。（委員一同） 

 

議  長  ありがとうございます。それでは、承認とさせていただきます。 

       本日提案されました案件は、すべて終了いたしました。続きまし

て、その他となっております。委員の皆様から何かございませんで

しょうか。何もないようでしたら、事務局から何かございますか。 

それでは、本日の農業委員会はこれをもちまして終了いたします。

お疲れ様でした。 

 

 前記のとおり会議次第を記録し、これを証するため署名する。 

 

平成３０年２月１３日 

    

                     会 長  下 田   司 

  

                     委 員  本 田 博 士 

  

                     委 員  森 田 義 美 

 

 



 


